
新たなペットボトル回収・リサイクルシステム

大阪市

地域

事業者売買契約

資源ごみ（ペットボトル、空き缶、
空きびん、金属製生活用品）

売 却 益

ペットボトルのみ

選別施設 再資源化事業者

引き渡し

売払費用

廃棄物として有料で再資源化

排出時から再資源化まで有価物（原料）として取引

< 現状 >  行政回収 （資源ごみ収集）

新たなペットボトル回収・リサイクルシステム

※現行のコミュニティ回収との違い
① 行政回収（資源ごみ収集）もあわせて継続 ②大阪市からの奨励金の支給はなし ③回収主体が事業者

再資源化事業者


